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記

開催日時：令和8年6月27日（土）
　　　　　 10：00～16：00

開催場所：中日ビル5階　全国物産観光センターセンター広場
                （愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号）

　有田市では、特産品のブランド力の向上と販路拡大を目的としてさまざまな方面にPR活動
を実施しております。
　今回、中日ビル内全国物産観光センター（愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号）にて「ｷﾞｭ
ｷﾞｭｯと 有田市認定みかんジュースフェア」と題してのPRイベントを開催します。
　本イベントは、昨年に引き続き開催するもので、昨年度も多くの来場者に好評をいただきま
した。
　イベントでは、生産者によるジュースのPR販売や、ガラガラ抽選会、ジュースにまつわる
クイズ大会が催され、有田市認定みかんジュースの魅力を体感することが出来ます。

内容
①生産者によるジュースの販売、試飲提供
②ガラガラ抽選会　※景品が無くなり次第終了
③みかんジュースにまつわるクイズ大会　（各回上限30名程度）
　　Ⅰ12:30～10分間程度
　　Ⅱ14:30～10分間程度
④ミニゲームコーナー
⑤みかんのゆるキャラ「あり太くん」によるPR
⑥市職員によるふるさと納税相談デスクの設置　　　など

※取材にお越しいただける場合は、事前に下記担当までご連絡ください。
　



 

 

 

認定みかんジュースのポイント 

1. 全国的にも名高い有田みかんのみを使用して製造されています。 

2. 果汁 100％のストレートジュースです。 

3. 甘味や酸味、香り等、味覚審査に合格したみかんジュースです。 

4. みかんジュースは、有田市原産地呼称管理制度による適切な管理のもと認定されて

います。 
 

有田市原産地呼称管理制度 概要 

有田市では、より高い品質の農産物及び農産物加工品を提供していくことで生産情

報を開示し、消費者の信頼を得ながら地域の振興を図ることを目的として「有田市原産

地呼称管理制度」を創設しております。 

この制度では、味覚による区別化を行う、原産地の個性や背景に係る明確化された基

準に基づき公的機関が認定を行います。 

平成 22 年度から温州みかんの果実を対象に制度をスタートし、平成 23 年度に温州

みかんジュースを品目に追加しました。食のプロによる味覚審査「官能審査委員会」に合

格した品にのみ『有田ＱＵＡＬＩＴＹ』を認定し、消費者に安心と信頼、高品質な良

いものを提供しています。 
 
みかんジュース官能審査委員 

役職 氏名 プロフィール 
委員長 平野 祐 日本バーテンダー協会 関西本部 相談役 

副委員長 髙野 豊 マスターソムリエ 
委員 井上 紀美子 ソムリエ 

大桃 美代子 タレント、野菜ソムリエ 
小山 よしお 日本バーテンダー協会 和歌山県支部長 

佐々木 生剛 高野山 お山の台所 料理長 
富田 佐奈栄 日本カフェプランナー協会会長 
山本 智恵美 BAR PREMIER オーナーバーテンダー 
鎧塚 俊彦 パティシエ、Toshi Yoroizuka オーナーシェフ 

 

有田市認定みかんジュースについて 




